
　
６５
歳
以
上
の
か
た
の
平
成
２０
年
度
の
介
護

保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。
保
険
料
額
は
本

年
度
の
市
・
県
民
税
課
税
状
況
や
前
年
中
の

所
得
状
況
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
ま
す
（
下
図
）。

　
7
月
中
旬
に
介
護
保
険
料
の
本
徴
収
の
お

知
ら
せ
を
す
る
予
定
で
す
。 

        

 

　 　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
の
負

担
割
合
は
、
左
の
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。 

　
６５
歳
以
上
の
か
た
が
納
め
る
１
号
保
険
料

は
、
制
度
運
営
の
財
源
の
約
１９
％
を
占
め
る

大
切
な
も
の
で
す
。 

　
制
度
の
健
全
な
運
営
の
た
め
に
保
険
料
の

納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
同
協
議
会
は
、
介
護
保
険
に
関
す
る
施
策

を
円
滑
に
運
営
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
同
協
議
会
委
員
は
、
左
記
の

委
員
を
兼
ね
ま
す
。 

（
順
不
同
、
敬
称
略
　
◎
会
長
、
○
副
会
長
） 

市
民
代
表
（
一
般
公
募
） 

　
朝
井
　
輝
夫
（
遅
羽
町
蓬
生
） 

　
三
谷
　
輝
子
（
旭
町
2
） 

　
大
沢
　
芳
乃
（
昭
和
町
1
） 

学
識
経
験
者 

◎
竹
下
　
治
生
（
勝
山
市
医
師
会
会
長
） 

　
北
川
　
晶
子
（
勝
山
市
議
会
産
業
福
祉
委

員
長
） 

　
宮
下
　
裕
文
（
奥
越
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

医
幹
） 

事
業
者
代
表 

○
平
泉
き
み
枝
（
さ
つ
き
苑
苑
長
） 

　
坪
川
　
信
行
（
シ
ル
バ
ー
ケ
ア
九
頭
竜
施

設
長
） 

　
石
井
　
孝
幸
（
さ
く
ら
荘
総
務
課
長
） 

　
竹
田
　
　
修
（
サ
ン
ビ
ュ
ー
か
つ
や
ま
副

施
設
長
） 

■
勝
山
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協

議
会
委
員 

　
山
内
　
　
榮
（
高
齢
者
代
表
） 

　
佐
野
　
瑞
圓
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
代
表
） 

■
勝
山
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員

会
委
員 

　
坂
川
　
慶
介
（
学
識
経
験
者
・
奥
越
土
木

事
務
所
勝
山
土
木
部
建
築

主
事
） 

　勝山市情報公開条例に基づき、平成１９年

度中に公文書などの開示請求のあったもの

について、その状況をお知らせします。 

　総数8件で、非開示となったものはあり

ません。請求を受けたものは、入札や国有

地に関する文書などでした。 
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保
険
料
は
大
切
な
財
源 

保
険
料
の
納
め
方
は
？ 

平
成
１９
年
度
介
護
保
険 

　
　
特
別
会
計
決
算
状
況 

保
険
料
の
減
額 

あ
な
た
の
保
険
料
は
？ 

費用の負担割合 

国・県 

37.5％ 税
　
金 

保
険
料 

勝山市 

12.5％ 

1号保険料 

19％ 

　　　2号保険料 

31％ 

第1段階 

基準額　 
　×0.5
24,600円 

2,050円 

第2段階 

基準額　 
　×0.5
24,600円 

2,050円 

第3段階 

基準額　 
　×0.75
36,900円 

3,075円 

第4段階 
（基準額） 

基準額 

49,200円 

4,100円 

第5段階 

基準額　 
　×1.25
61,500円 

5,125円 

第6段階 

基準額　 
　×1.5
73,800円 

6,150円 

保険料段階 

保険料率 

保険料額（年） 

保険料額（月） 

平成20年度保険料額 
はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい いいえ 

いいえ 

いいえ はい いいえ 

はい いいえ 

生活保護を受けている 

歳　入 

同じ世帯に市・県民税を納めているかたがいる 

老齢福祉年金を受けている 

前年の年金収入が80万円以下で他に所得がない 前年の合計所得金額が200万円以上 

市・県民税を納めている 

平成19年度介護保険特別会計決算状況 

※歳入と歳出の差額60万9,250円は、平成20年度に 
　繰り越しました 

平成19年度　情報公開実施状況 

保 険 料  

使用料および手数料 

国 庫 支 出 金  

支 払 基 金 交 付 金  

県 支 出 金  

財 産 収 入  

繰 入 金  

繰 越 金  

諸 収 入  

合 計  

3億8,647万8,650円 

1万7,750円 

5億2,555万3,881円 

6億9,208万1,167円 

3億4,305万9,249円 

13万7,308円 

3億5,660万7,095円 

3,777万1,456円 

74万　789円 

23億4,244万7,345円 

歳　出 

総 務 費  

保 険 給 付 費  

財政安定化基金拠出金 

地 域 支 援 事 業 費  

基 金 積 立 金  

予 備 費  

諸 支 出 金  

合 計  

6,356万4,626円 

21億3,006万8,160円 

218万9,705円 

7,692万3,733円 

4,115万4,501円 

0円 

2,793万7,370円 

23億4,183万8,095円 

健
康
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寿
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歳
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歳
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収
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（
支
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歳
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歳
出
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歳
出
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）
 

歳
出
（
支
出
）
 

勝
山
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介
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保
険
運
営
協
議
会
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委
員
の
ご
紹
介 

平成１９年度 
　勝山市情報公開の実施状況 

部局別　情報公開実施状況 

受 理 件 数 

市長部局関係 教育委員会部局関係 

8 0

決　定　件　数 

請求者内訳 

個人 

総数 

8

開示 

6

一部開示 

1

非開示 

0

対象外 

1

不服 
申立 

0

取り 
下げ 

0
会社 

5

3

総務課（188‐1116） 
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特
別
徴
収

年
金
（
老
齢
・
退
職
・
遺
族
・

障
害
年
金
）
が
年
額
１８
万
円
以
上
の
か
た

は
、
年
金
の
定
期
払
い
（
年
6
回
）
の
際

に
、
そ
の
受
給
額
か
ら
あ
ら
か
じ
め
保
険

料
が
差
し
引
か
れ
ま
す
（
天
引
き
）。

4
月
、
6
月
、
8
月
は
、
前
年
度
２
月

分
と
同
じ
保
険
料
額
を
納
め
ま
す
（
仮
徴

収
）。
た
だ
し
、
6
月
、
8
月
の
仮
徴
収

額
は
2
月
に
徴
収
し
た
額
と
は
変
更
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

１０
月
、
１２
月
、
2
月
は
、
前
年
の
所
得

な
ど
を
も
と
に
確
定
し
た
年
間
保
険
料
額

か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い
て
3
回
に
分

け
て
納
め
ま
す
（
本
徴
収
）。

た
だ
し
、
前
年
度
中
に
６５
歳
に
な
っ
た

か
た
、
転
入
し
た
か
た
は
、
年
金
額
に
関

係
な
く
本
年
度
9
月
分
ま
で
は
納
付
書
で

納
め
ま
す
。

普
通
徴
収

年
金
（
老
齢
・
退
職
・
遺
族
・

障
害
年
金
）
が
、
年
額
１８
万
円
未
満
の
か

た
は
、
納
付
書
で
期
日
ま
で
に
金
融
機
関

な
ど
を
通
じ
て
納
め
ま
す
。

納
付
に
あ
た
っ
て
は
、
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。
通
帳
と
届
出
印
を
持
っ
て
、
金

融
機
関
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
特
別
会
計
の
主
な
歳
入

は
、
保
険
料
、
支
払
基
金
交
付
金
、

国
・
県
の
支
出
金
、
勝
山
市
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
金
な
ど
で
占
め
て
い
ま

す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
行
う
た

め
に
必
要
な
財
源
は
、
保
険
料
や
国
・

県
・
市
の
負
担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料

６５
歳
以
上
の
１
号
被
保
険
者

保
険
料

支
払
基
金
交
付
金

４０
歳
か
ら
６４
歳
ま

で
の
2
号
被
保
険
者
保
険
料

保
険
給
付
費

要
支
援
・
要
介
護
認
定

を
受
け
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
た

と
き
に
、
保
険
で
負
担
す
る
９
割
の

サ
ー
ビ
ス
費
と
、
そ
れ
ら
を
サ
ー
ビ

ス
提
供
事
業
者
な
ど
に
支
払
う
た
め

に
必
要
な
審
査
支
払
手
数
料

地
域
支
援
事
業
費

高
齢
者
が
「
要
支

援
･
要
介
護
状
態
」
に
な
る
こ
と
を

予
防
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立

し
た
日
常
生
活
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
支
援
す
る
事
業
に
か
か
る

費
用

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金

国
・
県
・

保
険
者
で
積
み
立
て
て
い
る
基
金
の

保
険
者
（
勝
山
市
）
負
担
金

保
険
料
が
第
3
段
階
で
、
次
の
要
件
全
て

に
該
当
す
る
か
た
は
、
第
2
段
階
の
額
に
減

額
し
ま
す
。

①
年
間
収
入
額
が
、
１
人
世
帯
の
場
合
は
９０

万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
４０

万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る

②
市
・
県
民
税
課
税
者

と
、
生
計
を
一
つ
に

し
て
い
な
い

③
市
・
県
民
税
課
税
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
な

い
④
資
産
を
活
用
す
る
な

ど
の
自
助
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
生
活

が
困
窮
し
て
い
る

・
世
帯
員
全
員
の
預

貯
金
の
合
計
額
が

1
5
0
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と

・
世
帯
員
全
員
が
原

則
と
し
て
居
住
用

以
外
の
資
産
（
土

地
・
家
屋
）
を
所

有
し
て
い
な
い
こ

と

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納

し
て
い
な
い

⑥
市
・
県
民
税
な
ど
を

滞
納
し
て
い
な
い

基
準
額
を
も
と
に
、
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す
。

勝
山
市
の
基
準
額
は
4
万
9
2
0
0
円
／

年
（
4
1
0
0
円
／
月
）
で
す
。
税
制
改
正

に
よ
っ
て
保
険
料
段
階
が
上
が
っ
た
か
た

は
、
激
変
緩
和
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。


